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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】板状体の平面形状を簡易に、かつ、高精度に測
定することができる測定方法およびその測定方法を行う
ために用いる測定装置を提供する。
【解決手段】一方向に配列された３のセンサを用い、当
該３のセンサに対して相対的に移動する板状体の平面形
状を測定する方法であって、３のセンサによって板状体
のエッジの任意の計測点の位置を順次計測し、３のセン
サのうち両端のセンサによって計測した計測点の実測位
置から真ん中のセンサによって計測したと推定される計
測点の推定位置を計算し、当該推定位置と真ん中のセン
サによって計測した計測点の実測位置とのずれを真ん中
のセンサの視野ずれとみなすとともに、当該視野ずれを
基に真ん中のセンサによる計測点の実測位置を補正して
、板状体のエッジ形状を測定する、平面形状測定方法お
よび該計測方法を行える測定装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方向に、上流センサ、中流センサ、および、下流センサの順に配列された３のセンサを
用い、当該３のセンサに対して相対的に移動する板状体の平面形状を測定する方法であっ
て、
　前記３のセンサによって前記板状体のエッジ上の任意の計測点の位置を順次計測し、
　前記計測点が前記上流センサによる計測位置と前記下流センサによる計測位置との間を
直線的に移動すると仮定することで、前記上流センサによって計測した前記計測点の実測
位置および前記下流センサによって計測した前記計測点の実測位置から、前記中流センサ
によって計測したと推定される前記計測点の推定位置を計算し、
　前記推定位置と前記中流センサによって計測した前記計測点の実測位置とのずれを前記
中流センサの視野ずれとみなすとともに、当該視野ずれを基に前記中流センサによる前記
計測点の実測位置を補正して、前記板状体のエッジ形状を測定することを特徴とする、平
面形状測定方法。
【請求項２】
一方向に、上流センサ、中流センサ、および、下流センサの順に配列された３のセンサを
用い、当該３のセンサに対して相対的に移動する板状体の平面形状を測定する方法であっ
て、
　前記３のセンサによって、前記板状体のエッジ上の複数の計測点の位置をそれぞれ順次
計測した後、
　前記複数の計測点が前記上流センサによる計測位置と前記下流センサによる計測位置と
の間をそれぞれ直線的に移動すると仮定することで、前記複数の計測点のそれぞれについ
て、前記上流センサによって計測した前記計測点の実測位置および前記下流センサによっ
て計測した前記計測点の実測位置から、前記中流センサによって計測したと推定される前
記計測点の推定位置を計算し、
　前記推定位置と前記中流センサによって計測した前記計測点の実測位置とのずれを前記
中流センサの視野ずれとみなすとともに、測定中における前記中流センサの視野ずれの変
動を近似式で表し、
　前記近似式に基づいて前記中流センサによる前記計測点の実測位置を補正して、前記板
状体のエッジ形状を測定することを特徴とする、平面形状測定方法。
【請求項３】
測定中における前記中流センサの視野ずれの変動が、減少傾向または増加傾向にある場合
、前記近似式を一次式とすることを特徴とする、請求項２に記載の平面形状測定方法。
【請求項４】
測定中における前記中流センサの視野ずれの変動が、減少傾向の後に増加傾向になる場合
、または増加傾向の後に減少傾向になる場合、前記近似式を二次式とすることを特徴とす
る、請求項２に記載の平面形状測定方法。
【請求項５】
前記板状体が鋼板であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の平面形
状測定方法。
【請求項６】
一方向に、上流センサ、中流センサ、および、下流センサの順に配列された３のセンサ、
および、前記３のセンサからの情報を処理する、情報処理手段を備え、前記３のセンサに
対して相対的に移動する板状体の平面形状を測定する装置であって、
　前記３のセンサが、前記板状体のエッジ上の任意の計測点の位置を計測できる、計測機
能を有し、
　前記情報処理手段が、前記計測点が前記上流センサによる計測位置と前記下流センサに
よる計測位置との間を直線的に移動すると仮定することで、前記上流センサによって計測
した前記計測点の実測位置と前記下流センサによって計測した前記計測点の実測位置とか
ら、前記中流センサによって計測したと推定される前記計測点の推定位置を計算する、推
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定機能、および、
　前記推定位置と前記中流センサによって計測した前記計測点の実測位置とのずれを前記
中流センサの視野ずれとみなすとともに、当該視野ずれに基づいて前記中流センサによる
前記計測点の実測位置を補正する、補正機能、
を有することを特徴とする、平面形状測定装置。
【請求項７】
一方向に、上流センサ、中流センサ、および、下流センサの順に配列された３のセンサ、
および、前記３のセンサからの情報を処理する、情報処理手段を備え、前記３のセンサに
対して相対的に移動する板状体の平面形状を測定する装置であって、
　前記３のセンサがそれぞれ、前記板状体のエッジ上の複数の計測点の位置を順次計測で
きる、計測機能を有し、
　前記情報処理手段が、前記複数の計測点が前記上流センサによる計測位置と前記下流セ
ンサによる計測位置との間をそれぞれ直線的に移動すると仮定することで、前記複数の計
測点のそれぞれについて、前記上流センサによって計測した前記計測点の実測位置と前記
下流センサによって計測した前記計測点の実測位置とから、前記中流センサによって計測
したと推定される前記計測点の推定位置を計算する、推定機能、および、
　前記推定位置と前記中流センサによって計測した前記計測点の実測位置とのずれを前記
中流センサの視野ずれとみなすとともに、測定中における前記中流センサの視野ずれの変
動を近似式で表し、前記近似式に基づいて前記中流センサによる前記計測点の実測位置を
補正する、補正機能、
を有することを特徴とする、平面形状測定装置。
【請求項８】
前記情報処理手段は、測定中における前記中流センサの視野ずれの変動が、減少傾向また
は増加傾向にある場合、前記近似式を一次式とする補正機能を有することを特徴とする、
請求項７に記載の平面形状測定装置。
【請求項９】
前記情報処理手段は、測定中における前記中流センサの視野ずれの変動が、減少傾向の後
に増加傾向になる場合、または増加傾向の後に減少傾向になる場合、前記近似式を二次式
とする補正機能を有することを特徴とする、請求項７に記載の平面形状測定装置。
【請求項１０】
前記板状体が鋼板であることを特徴とする、請求項６～９のいずれか１項に記載の平面形
状測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板状体の平面形状を高精度に測定するための方法および該測定方法を行うた
めに用いる測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼板の品質保証項目としては、幅、厚さ、長さ等の寸法および平面形状が挙げられる。
これらのうち平面形状についてはカメラで鋼板全体を撮影する方法が考えられるが、巨大
な鋼板（幅約１～４ｍ、長さ約２～２４ｍ）を対象とする場合、かかる方法ではＣＣＤの
分解能の限界や鋼板の上方に十分な空間を必要とするなどの制約から、非現実的である。
つまり、巨大な鋼板を対象とする場合は、鋼板全体の平面形状を一度に正確に把握するこ
とは困難である。したがって、一般的には、鋼板の搬送路の側壁や鋼板の上方の治具など
の固定点に設置した距離センサやＣＣＤカメラを用いて、搬送中の鋼板のエッジの位置を
先端から後端まで複数回に分けて計測し、１枚の鋼板について先端から後端まで計測を完
了した後に、得られたエッジの位置情報を用いて、鋼板１枚分のエッジの形状を再構成す
る方法が用いられていた。
【０００３】
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　製造ラインで搬送されている鋼板のエッジの形状を、その鋼板の上方に設置されたカメ
ラによって先端から後端まで複数回に分けて計測し、計測結果を基にして再構成された鋼
板の平面形状を図１０に示す。図１０は、幅４ｍ、長さ１０ｍの鋼板９０の平面形状を測
定した結果を示している。紙面左右が幅方向であり、紙面の下から上へ向かう方向が鋼板
９０の搬送方向である。図１０に示すように、鋼板９０の左側のエッジ９１は、先端に対
する後端の位置が幅方向に２５ｍｍずれており、かつ、３ｍｍ湾曲している。
【０００４】
　しかし、１つのエッジにつき１台のカメラを用いて撮影した画像で板状体の平面形状を
再構成した場合、図１０に示すようにエッジの形状が湾曲した結果を得ると、その湾曲の
原因が、測定対象である板状体が蛇行・斜行を伴って搬送されたことに因るのか、実際に
板状体のエッジが湾曲していることに因るのかを識別できないという問題があった。そし
て、この問題を解決する手法としては、逐次多点法による測定手法が考えられている。
【０００５】
　図１１は、鋼板のエッジ形状を３台のカメラで測定する、逐次３点法を説明する図であ
る。図１１中の矢印は鋼板１００の搬送方向を示しており、鋼板１００がパターンＡ～Ｄ
のように蛇行・斜行を伴いながら搬送されると仮定する。また、図１１中の破線による囲
い１０１、１０２、１０３はそれぞれ、鋼板の搬送方向に沿って等間隔Ｌで設置された３
台のカメラ（搬送方向順に「上流カメラ」、「中流カメラ」、「下流カメラ」とする。）
の視野を示している。
【０００６】
　パターンＡの状態で上流カメラ、中流カメラ、および、下流カメラが同時刻に鋼板１０
０のエッジを撮影した場合、上流カメラの視野１０１には点ｃが、中流カメラの視野１０
２には点ｂが、下流カメラの視野１０３には点ａが捉えられ、同時刻における点ａ、ｂ、
ｃの位置を計測することができる。そのため、点ａ、ｂ、ｃの相対位置関係を一意に求め
ることができる。その後、鋼板１００が距離Ｌだけ搬送された時刻（パターンＢ）に鋼板
１００のエッジを撮影すれば、同様に、点ｂ、ｃ、ｄの相対位置関係を求めることができ
る。パターンＡの点ｂ、ｃとパターンＢの点ｂ、ｃはそれぞれ鋼板１００上の同じ点であ
るから、パターンＢの点ｂ、ｃをパターン１の点ｂ、ｃに重ね合わせるための座標変換（
以降この座標変換を「接続処理」という。）を、パターンＢの点ｄについても同様に行え
ば、点ａ、ｂ、ｃ、ｄの相対位置関係を求めることができる。以下、パターンＣにおける
点ｅ、パターンＤにおける点ｆについても同様に接続処理を繰り返せば、鋼板の蛇行・斜
行の影響を受けずに点ａから点ｆまでの相対位置関係（エッジ形状）を正しく再構成する
ことが可能である。
【０００７】
　しかし、上記逐次３点法では、（１）一方向に配列された３台のカメラ（上流カメラ、
中流カメラ、および、下流カメラ）の視野原点が厳密に一直線上にあること、および（２
）各カメラのエッジ位置検出精度にばらつきがないこと、が測定の必須条件であり、これ
らの条件が満たされない場合、接続処理の回数（以下、接続処理の回数を単に「接続回数
」という。）の増加に伴って誤差が累積され、著しく精度が低下するという問題点があっ
た。逐次３点法において累積誤差が生じる原因を、図１２および図１３を用いて説明する
。
【０００８】
　図１２において、実線によって囲われた略長方形の範囲１１１、１１２、および１１３
は、鋼板の製造ラインにおいて鋼板の搬送方向に沿って設置された上流カメラ、中流カメ
ラ、および下流カメラの視野を示している。また、黒丸１１４、１１５、および１１６は
、鋼板１１０のエッジ上の計測点を示している。
【０００９】
　図１２（ａ）に示すように、上流カメラの視野１１１および下流カメラの視野１１３に
対して中流カメラの視野１１２にずれＯ１がある場合について考える。この場合、計測点
１１４、１１５、および１１６を含むエッジの形状は、実際には直線状であるにも関わら
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ず、上流カメラ、中流カメラ、および、下流カメラによって得られたエッジの位置情報か
らエッジ形状を再構成する時には、上流カメラの視野１１１、中流カメラの視野１１２、
および下流カメラの視野１１３の原点が一直線上にあることが前提とされるため、図１２
（ｂ）に示すように、ずれＯ１と同じ大きさの擬似変形Ｃ１がエッジに発生しているとみ
なされる。１枚の鋼板のエッジ形状を測定している間、中流カメラの視野ずれＯ１が常に
一定であったとすれば、接続処理ごとに常に一定方向に擬似変形Ｃ１が生じ、鋼板全長に
わたるエッジ形状の再構成のために必要な接続回数に応じて最終的に生じる擬似変形が大
きくなる。例えば、接続回数が５回である場合、誤差（擬似変形Ｃ１）の累積によって最
終的には、図１３に示すように、擬似変形Ｃ１の約６倍の大きさの擬似変形Ｃ５が生じる
。
【００１０】
　このような逐次３点法における累積誤差による精度低下の問題を解決する技術として、
例えば、特許文献１に、等間隔に設置された３個の距離センサの間にさらに別の距離セン
サを設け、合計４個以上の距離センサを用いる方法が開示されており、かかる方法によれ
ば、逐次３点法の欠点である累積誤差の増大を抑制することができるとしている。
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－３３３５５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されている技術では、少なくとも４個以上のセン
サを必要とするため、設備が複雑になるという問題や、センサによる取得データ数が増え
、データ処理が複雑になるという問題があった。
【００１３】
　そこで本発明は、板状体の平面形状を簡易に、かつ、高精度に測定することができる測
定方法およびその測定方法を行うために用いる測定装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、本発明者らは、逐次３点法で板状体
の平面形状を測定する際、板状体上の計測点が直線的に移動すると仮定することによって
、２のセンサのよる計測点の位置の計測結果から他の１のセンサによる計測点の位置の計
測結果を推定すると、その推定結果と実際の計測結果とのずれをセンサの視野ずれに因る
ものとみなすことができ、その視野ずれに基づいて計測結果を補正することによって、板
状体の平面形状を簡易に、かつ、高精度に測定できることを見出し、本発明を完成させた
。以下、本発明について説明する。
【００１５】
　第１の本発明は、一方向に、上流センサ、中流センサ、および、下流センサの順に配列
された３のセンサを用い、当該３のセンサに対して相対的に移動する板状体の平面形状を
測定する方法であって、３のセンサによって板状体のエッジ上の任意の計測点の位置を順
次計測し、計測点が上流センサによる計測位置と下流センサによる計測位置との間を直線
的に移動すると仮定することで、上流センサによって計測した計測点の実測位置および下
流センサによって計測した計測点の実測位置から、中流センサによって計測したと推定さ
れる計測点の推定位置を計算し、推定位置と中流センサによって計測した計測点の実測位
置とのずれを中流センサの視野ずれとみなすとともに、当該視野ずれを基に中流センサに
よる計測点の実測位置を補正して、板状体のエッジ形状を測定することを特徴とする、平
面形状測定方法である。
【００１６】
　本発明において、「上流センサ」、「中流センサ」、および、「下流センサ」とは、そ
れぞれ測定対象となる板状体のエッジ上の任意の計測点の位置を計測することができるセ
ンサであれば特に限定されない。本発明に用いることができるこのようなセンサの具体例
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としては、ＣＣＤカメラ、レーザー式、渦電流式、超音波式などの一般的な非接触型距離
計などを挙げることができる。また、搬送路外の固定点からアームを伸張し、板状体のエ
ッジに接触するまでのエッジ伸張長を測定することなどによっても計測点の位置を測定す
ることができる。「板状体」とは、平面形状を測定する対象となる板状の部材であれば特
に限定されず、具体例としては、鋼板などを挙げることができる。さらに、「計測位置」
とは、上流センサ、中流センサ、および、下流センサのいずれかのセンサによって、測定
対象である板状体上の計測点が位置を計測される場所を意味する。さらに、「計測点が上
流センサによる計測位置と下流センサによる計測位置との間を直線的に移動すると仮定す
る」とは、実際には、計測点は上流センサによる計測位置と下流センサによる計測位置と
の間を蛇行しながら移動することがあり得るが、その移動軌跡の曲率を０に近似すること
を意味する。
【００１７】
　上記第２の本発明は、一方向に、上流センサ、中流センサ、および、下流センサの順に
配列された３のセンサを用い、当該３のセンサに対して相対的に移動する板状体の平面形
状を測定する方法であって、３のセンサによって、板状体のエッジ上の複数の計測点の位
置をそれぞれ順次計測した後、複数の計測点が上流センサによる計測位置と下流センサに
よる計測位置との間をそれぞれ直線的に移動すると仮定することで、複数の計測点のそれ
ぞれについて、上流センサによって計測した計測点の実測位置および下流センサによって
計測した計測点の実測位置から、中流センサによって計測したと推定される計測点の推定
位置を計算し、推定位置と中流センサによって計測した計測点の実測位置とのずれを中流
センサの視野ずれとみなすとともに、測定中における中流センサの視野ずれの変動を近似
式で表し、近似式に基づいて中流センサによる計測点の実測位置を補正して、板状体のエ
ッジ形状を測定することを特徴とする、平面形状測定方法である。
【００１８】
　ここに、「測定中における中流センサの視野ずれの変動を近似式で表し」とは、板状体
のエッジ上の複数の計測点について、それぞれ推定位置と中流センサによって計測した計
測点の実測位置とのずれ（中流センサの視野ずれ）を求めることによって、測定中におけ
る中流センサの視野ずれの変動を求めることができ、その変動を近似式で表すことを意味
する。
【００１９】
　上記第２の本発明において、測定中における中流センサの視野ずれの変動が、減少傾向
または増加傾向にある場合、近似式を一次式とすることが好ましい。
【００２０】
　上記第２の本発明において、測定中における中流センサの視野ずれの変動が、減少傾向
の後に増加傾向になる場合、または増加傾向の後に減少傾向になる場合、近似式を二次式
とすることが好ましい。
【００２１】
　上記第１および第２の本発明において、板状体を鋼板とすることができる。
【００２２】
　第３の本発明は、一方向に、上流センサ、中流センサ、および、下流センサの順に配列
された３のセンサ、および、３のセンサからの情報を処理する情報処理手段を備え、３の
センサに対して相対的に移動する板状体の平面形状を測定する装置であって、３のセンサ
が、板状体のエッジ上の任意の計測点の位置を計測できる、計測機能を有し、情報処理手
段が、計測点が上流センサによる計測位置と下流センサによる計測位置との間を直線的に
移動すると仮定することで、上流センサによって計測した計測点の実測位置と下流センサ
によって計測した計測点の実測位置とから、中流センサによって計測したと推定される計
測点の推定位置を計算する、推定機能、および、推定位置と中流センサによって計測した
計測点の実測位置とのずれを中流センサの視野ずれとみなすとともに、当該視野ずれに基
づいて中流センサによる計測点の実測位置を補正する、補正機能、を有することを特徴と
する、平面形状測定装置である。
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【００２３】
　第４の本発明は、一方向に、上流センサ、中流センサ、および、下流センサの順に配列
された３のセンサ、および、３のセンサからの情報を処理する情報処理手段を備え、３の
センサに対して相対的に移動する板状体の平面形状を測定する装置であって、３のセンサ
がそれぞれ、板状体のエッジ上の複数の計測点の位置を順次計測できる、計測機能を有し
、情報処理手段が、複数の計測点が上流センサによる計測位置と下流センサによる計測位
置との間をそれぞれ直線的に移動すると仮定することで、複数の計測点のそれぞれについ
て、上流センサによって計測した計測点の実測位置と下流センサによって計測した計測点
の実測位置とから、中流センサによって計測したと推定される計測点の推定位置を計算す
る、推定機能、および、推定位置と中流センサによって計測した計測点の実測位置とのず
れを中流センサの視野ずれとみなすとともに、測定中における中流センサの視野ずれの変
動を近似式で表し、当該近似式に基づいて中流センサによる計測点の実測位置を補正する
、補正機能、を有することを特徴とする、平面形状測定装置である。
【００２４】
　上記第４の本発明において、情報処理手段が、測定中における中流センサの視野ずれの
変動が減少傾向または増加傾向にある場合、近似式を一次式とする、補正機能を有するこ
とが好ましい。
【００２５】
　上記第４の本発明において、情報処理手段が、測定中における中流センサの視野ずれの
変動が減少傾向の後に増加傾向になる場合または増加傾向の後に減少傾向になる場合、近
似式を二次式とする、補正機能を有することが好ましい。
【００２６】
　上記第３および第４の本発明において、板状体を鋼板とすることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、板状体の平面形状を簡易に、かつ、高精度に測定することができる、
板状体の平面形状測定方法、および該測定方法を行える測定装置を提供することができる
。
【００２８】
　本発明のこのような作用及び利得は、次に説明する発明を実施するための最良の形態か
ら明らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　１．板状体の平面形状測定方法
  本発明の板状体の平面形状測定方法について以下に説明する。
【００３０】
　本発明の板状体の平面形状測定方法は、上述したような逐次３点法の欠点である累積誤
差の影響を簡易に軽減し、高精度に板状体の平面形状を測定するものである。
【００３１】
　本発明の板状体の平面形状測定方法では、一方向に配列された３のセンサによって逐次
３点法で板状体の平面形状を測定する際、測定対象である板状体のエッジ上の計測点が、
その３のセンサのうち両端のセンサによる計測位置の間（計測区間）を直線的に移動する
と仮定する。そう仮定することによって、計測区間における計測点の軌跡が直線からずれ
た場合は、そのずれをセンサの視野ずれに因るものと見なすことができる。そして、その
視野ずれに基づいてセンサによる計測結果を補正することによって、板状体の平面形状を
簡易に、かつ、高精度に測定することができる。
【００３２】
　以下に、センサの視野ずれの求め方について説明する。
【００３３】
　図１は、鋼板の製造ラインにおいて等間隔に設置された上流カメラ、中流カメラ、およ
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び、下流カメラによって鋼板１０のエッジ先端（計測点）１４の位置を計測している様子
を概略的に示す図である。鋼板１０は、紙面下方向から上方向に向かって搬送される。１
１は上流カメラの視野、１２ａは実際の中流カメラの視野、１２ｂは仮定の中流カメラの
視野、１３は下流カメラの視野をそれぞれ示している。したがって、鋼板１０上の計測点
１４は、まず上流カメラの視野１１に捉えられ、その後順次中流カメラの視野１２、下流
カメラの視野１３に捉えられる。計測点１４同士を結ぶ実線１５は計測点１４の軌跡を示
している。
【００３４】
　このように、計測点１４が、上流カメラ、中流カメラ、および、下流カメラの３台の各
カメラによる計測位置を通過する際に、それぞれの計測位置での計測点１４のｘ座標（Ｘ
ａ、Ｘｂ、およびＸｃ）を求める。そして、その際、計測点１４が上流カメラによる計測
位置と下流カメラによる計測位置との間を直線的に移動する（実際には蛇行・斜行はあり
えるが、その移動軌跡の曲率は０に近似できる）と仮定する。そうすることによって、上
流カメラ、中流カメラ、および、下流カメラで計測した計測点１４の軌跡１５は、図１に
示すように直線で表すことができる。
【００３５】
　ここで、上流カメラ、中流カメラ、および、下流カメラの視野原点が厳密に一直線上に
ある場合（中流カメラの視野が破線で示した範囲１２ｂである場合）、上流カメラ、中流
カメラ、および、下流カメラが等間隔に設置されているため、上流カメラで計測した計測
点１４のｘ座標Ｘａおよび下流カメラで計測した計測点１４のｘ座標Ｘｃを用いて、中流
カメラで計測点した計測点１４のｘ座標を、Ｘｂ´＝（Ｘａ＋Ｘｃ）／２であると予測す
ることができる。
【００３６】
　しかし、中流カメラの実際の視野原点が上流カメラの視野原点および下流カメラの視野
原点を結ぶ直線上にはない場合（中流カメラの視野が実線で示した範囲１２ａである場合
）、中流カメラで実際に計測した計測点１４のｘ座標Ｘｂと予想した計測点１４のｘ座標
Ｘｂ´との間には、誤差ΔＸｂ＝Ｘｂ－Ｘｂ´が生じる。この誤差ΔＸｂを中流カメラの
視野ずれ（この視野ずれとは、単にカメラの視野位置がずれることのみならず、例えば中
流カメラに付設した光源のみが光量低下するなどしてエッジ推定位置に一定の偏差が生じ
、画像中のエッジ座標が変化した場合も含まれる。）とみなす。
【００３７】
　本発明では、この視野ずれを用いて中流カメラによる計測結果を補正することによって
、累積誤差の影響を簡易に抑制し、板状体の平面形状を高精度に測定することが可能とな
る。
【００３８】
　以下に、中流カメラの視野ずれの補正方法について説明する。
【００３９】
　中流カメラの視野ずれの補正の方法は、測定対象である板状体のエッジ上の複数の計測
点について逐次直接補正する方法や、測定中における中流カメラの視野ずれの変動を求め
、その変動を近似式で表して補正値を算出し、補正する方法などがある。以下に、測定中
における中流カメラの視野ずれの変動を近似式で表して補正値を算出し、補正する方法に
ついて説明する。
【００４０】
　上述したような、１枚の鋼板の形状を測定している間に中流カメラの視野ずれが一定で
あるパターンを含めて、図２に示すように、パターン１～８の８種類の中流カメラの視野
変動パターンを模擬し、各パターンで中流カメラの視野が単位量変化した場合の擬似変形
量を数値計算により求めた。ただし、接続回数は２４回とした。接続回数２４回の算出根
拠は、鋼板製造ラインにおいて実現可能なセンサ同士の間隔を８５０ｍｍと想定し、この
条件で長さ２０ｍの鋼板を撮影した場合の接続回数として算出した。結果を図３に示す。
【００４１】
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　図３に示すように、パターン１（中流カメラの視野が定常的に単位量ずれている状態）
では最終的に生じる擬似変形量が１２０であった。これは、中流カメラの視野ずれが０．
１ｍｍであった場合、その１２０倍、つまり１２ｍｍの擬似変形が生じることを意味する
。
【００４２】
　図３に示した結果からは、図２に示したパターン１～３のような場合に中流カメラの視
野ずれによって最終的に生じる擬似変形が比較的大きくなることがわかる。したがって、
特にパターン１～３のような場合の誤差を解消すれば、累積誤差を大きく低減することが
できる。
【００４３】
　パターン１のように視野ずれが一定の場合は、視野ずれの変動を一次式で表すことがで
き、その式を用いて中流カメラの視野原点の補正をすることによって、擬似変形量を０に
抑制することが可能である。
【００４４】
　パターン２のように視野ずれの変動が減少（または増加）傾向にある場合、および、パ
ターン３のように視野ずれの変動が減少傾向の後に増加傾向となる場合（または増加傾向
の後に減少傾向となる場合）は、図４に示すように、視野ずれの変動を近似式で表すこと
ができる。具体的にはパターン２のような場合は一次近似し、パターン３のような場合は
二次近似することが好ましい。
【００４５】
　パターン２およびパターン３について、近似式を用いて視野原点の補正を試みた結果を
図５に示す。図５に示すように擬似変形量は、パターン２の場合は約１１に、パターン３
の場合では約５に抑制可能であることが確認できた。
【００４６】
　これまでの説明では中流カメラの視野がずれた場合を仮定して説明しているが、実際に
は上流カメラまたは下流カメラ視野原点がずれた場合にも同様の誤差が生じる。しかし、
上流カメラまたは下流のカメラ視野原点がずれた場合であっても、上流カメラおよび下流
カメラにおけるエッジ位置座標を真とみなせば、現象としては中流カメラの視野ずれが生
じた場合と等価となり、中流カメラの視野位置を補正することで解決することができる。
【００４７】
　２．板状体の平面形状測定装置
  上述した板状体の平面形状測定方法を行うための、本発明の板状体の平面形状測定装置
について、図面を参照しつつ以下に説明する。
【００４８】
　図６は、本発明の板状体の平面形状測定装置の構成を概略的に示す図である。
【００４９】
　図６に示すように、本発明の板状体の平面形状測定装置６０（以下、単に「測定装置６
０」という。）は、鋼板搬送ライン６１の鉛直上方において鋼板６２の搬送方向（図中の
矢印の方向）に沿って等間隔に配列された、上流カメラ６３、中流カメラ６４、および下
流カメラ６５と、上流カメラ６３、中流カメラ６４、および下流カメラ６５からの情報を
処理する、情報処理手段７０と、情報処理手段７０から出力される情報を表示する表示手
段８０と、を備える。
【００５０】
　測定装置６０では、鋼板搬送ライン６１上を搬送されてくる鋼板６２のエッジを上流カ
メラ６３、中流カメラ６４、および下流カメラ６５で撮影する。鋼板搬送ライン６１には
鋼板６２に接触して回転するタッチローラ６９が備えられており、タッチローラ６９で鋼
板６２が一定距離搬送されたことを検知して、パルスを発生させ、そのパルスをトリガー
として、上流カメラ６３、中流カメラ６４、および下流カメラ６５が鋼板６２のエッジを
同時に撮影する。
【００５１】
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　上流カメラ６３、中流カメラ６４、および下流カメラ６５で撮影された画像は、画像処
理装置６６に送られ、鋼板６２のエッジ上の計測点（例えば鋼板先端のエッジ位置、先端
より１００ｍｍ通過後のエッジ位置、など）の位置情報を算出（この時点では視野ずれに
よる誤差を含む）する。そして、計測点の位置情報は入力ポート７１を介して情報処理手
段７０へと送られる。情報処理手段７０には、計測点の位置情報から鋼板６２のエッジの
形状を再構成する計算を行うＣＰＵ７２と、このＣＰＵ７２に対する記憶装置等が設けら
れている。ＣＰＵ７２は、マイクロプロセッサユニット及びその動作に必要な各種周辺回
路を組み合わせて構成され、ＣＰＵ７２に対する記憶装置は、例えば、鋼板６２のエッジ
の再構成に必要なプログラムや各種データ等を記憶するＲＯＭ７４と、ＣＰＵ７２の作業
領域として機能するＲＡＭ７３等を組み合わせて構成される。当該構成に加えて、さらに
、ＣＰＵ７２が、ＲＯＭ７４に記憶されたソフトウエアと組み合わされることにより、測
定装置６０における情報処理手段７０が機能する。
【００５２】
　以下に、ＣＰＵ７２で鋼板６２のエッジ形状が再構成される過程について説明する。
【００５３】
　上述したように、鋼板６２のエッジ上の計測点は、上流カメラ６３、中流カメラ６４、
および下流カメラ６５で撮影される。その際、計測点が上流カメラ６３による計測位置と
下流カメラ６５による計測位置との間を直線的に移動すると仮定する。そうすることで、
上流カメラ６３によって計測した計測点の実測位置と下流カメラ６５によって計測した計
測点の実測位置とから、中流カメラ６４によって計測したと推定される計測点の推定位置
を計算することができる。さらに、この推定位置と中流カメラ６４によって計測した計測
点の実測位置とのずれを中流カメラ６４の視野ずれとみなすとともに、測定中における中
流カメラ６４の視野ずれの変動を近似式で表し、当該近似式に基づいて中流カメラ６４に
よる計測点の実測位置を補正する。そして、補正された計測点の位置情報を用いることに
よって、高精度に鋼板６２のエッジ形状を再構成することができる。
【００５４】
　このようにして情報処理手段７０で鋼板６２のエッジ形状を再構成した結果は、出力ポ
ート７５を介して表示手段８０へと出力され、測定結果を確認することができる。表示手
段８０としては、モニタやプリンタなど適当なものを選択することができる。
【００５５】
　これまでの本発明の説明では、鋼板の一つのエッジの形状を測定する過程に注目して説
明したが、実際に鋼板の平面形状を再構成するためには、鋼板の幅方向両端のエッジ形状
を測定する必要がある。以下に図７を用いて本発明の板状体の平面形状測定装置について
さらに説明する。図７は、本発明の板状体の平面形状測定装置の一形態例の外観を概略的
に示す図である。
【００５６】
　図７に示すように、本発明の板状体の平面形状測定装置４０（以下、単に「測定装置４
０」という。）は、鋼板搬送ライン４１の鉛直上方に等間隔に設置された、上流カメラ列
４３、中流カメラ列４４、および下流カメラ列４５を備える。さらに、上流カメラ列４３
、中流カメラ列４４、および下流カメラ列４５のそれぞれには、基準側カメラ４３ａ、４
４ａ、４５ａ、中央カメラ４３ｂ、４４ｂ、４５ｂ、およびフリー側カメラ４３ｃ、４４
ｃ、４５ｃ、が備えられている。鋼板４２ａのエッジが揃って搬送される基準側の基準側
カメラ４３ａ、４４ａ、４５ａは位置が固定されており、中央カメラ４３ｂ、４４ｂ、４
５ｂおよびフリー側カメラ４３ｃ、４４ｃ、４５ｃはそれぞれ移動ステージ４６ｂ、４６
ｃ、４７ｂ、４７ｃ、４８ｂ、４８ｃ上に設置されていて、幅方向に移動させることが可
能である。上位コンピュータ（不図示）から得られる鋼板４２ａ、４３ｂの幅方向の寸法
についての情報に基づいて移動ステージ４６ｂ、４６ｃ、４７ｂ、４７ｃ、４８ｂ、４８
ｃ上で、中央カメラ４３ｂ、４４ｂ、４５ｂおよびフリー側カメラ４３ｃ、４４ｃ、４５
ｃが移動し、基準側カメラ４３ａ、４４ａ、４５ａ、中央カメラ４３ｂ、４４ｂ、４５ｂ
、および、フリー側カメラ４３ｃ、４４ｃ、４５ｃのそれぞれが鋼板４２ａ、４２ｂのエ
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ッジを撮影することができる。
【００５７】
　本発明の板状体の平面形状測定方法では、上述したように、計測点が計測区間を直線的
（移動軌跡の曲率０）に移動すると仮定する。そのため、計測点が計測区間を通過する際
に、その計測点の移動軌跡が直線からずれる量、およびそのずれの発生パターンの累積結
果として発生する擬似変形量が許容誤差範囲内であることが必要である。したがって、計
測区間が長すぎることは好ましくなく、測定装置４０では、上流カメラ列４３、中流カメ
ラ列４４、および下流カメラ列４５の間隔をそれぞれ８５０ｍｍとしている。
【００５８】
　鋼板４２ａ、４２ｂは図中の矢印の方向に搬送され、鋼板４２ａ、４２ｂに接触してい
るタッチローラ４９により鋼板４２ａ、４２ｂが一定距離搬送されたことを検知してパル
スを発生させ、そのパルスをトリガーとして、カメラ４３ａ、４４ａ、４５ａ、４３ｂ、
４４ｂ、４５ｂ、４３ｃ、４４ｃ、４５ｃが同時に鋼板４２ａ、４２ｂのエッジの画像を
取得する。その後、得られた画像を処理し、鋼板の平面形状を再構成するまでの過程は、
上述した計測装置６０と同様である。
【実施例】
【００５９】
　測定装置４０によって、全長１２００ｍｍの鋼板の平面形状の測定試験を行った。基準
側の３台のカメラ４３ａ、４４ａ、４５ａによって鋼板のエッジ形状の測定した結果を図
８に示す。図８は、鋼板上の計測点の位置と中流カメラの視野ずれとの関係（視野ずれの
変動）およびその視野ずれの変動を二次近似した近似式を示している。
【００６０】
　上記試験において、用いた鋼板のエッジの実際の湾曲が－３ｍｍ（先後端を結ぶ直線に
対して中央位置が３ｍｍ凹んでいる。）であったのに対して、視野ずれの補正を行わなか
った場合に得られた測定結果では、エッジの湾曲が－８．８ｍｍであり、視野ずれの補正
を行った場合の測定結果では、エッジの湾曲が－２．７ｍｍであった。すなわち、視野ず
れの補正を行うことによって、実際の湾曲に対する測定結果の誤差は減少し、その誤差は
１０％になった。
【００６１】
　さらに、同様の試験を９０回行い、視野ずれの補正を行った場合と行わなかった場合と
の比較を行った。その結果を図９に示す。図９（ａ）は、視野ずれの補正を行わなかった
場合の、エッジの実際の湾曲と測定結果との関係を示す図であり、図９（ｂ）は、視野ず
れの補正を行った場合の、エッジの実際の湾曲と測定結果との関係を示す図である。図９
から分かるように、視野ずれの補正を行った場合の方が行わなかった場合より、測定結果
が実際の値により近いものとなることがわかる。なお、視野ずれの補正を行った場合の測
定結果の標準偏差は１．３５ｍｍであった。
【００６２】
　このように、本発明によれば、最少３のセンサでそれらのセンサの設置誤差やエッジ測
定精度のばらつきにより生ずる逐次多点法の累積誤差を簡易に軽減し、高精度に板状体の
平面形状を測定することが可能である。
【００６３】
　以上、現時点において、もっとも、実践的であり、かつ、好ましいと思われる実施形態
に関連して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定さ
れるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨あるいは思想に
反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う板状体の平面形状測定方法お
よび測定装置もまた本発明の技術的範囲に包含されるものとして理解されなければならな
い。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】鋼板の製造ラインにおいて等間隔に設置された３台のカメラによって鋼板のエッ
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【図２】鋼板搬送中に起こりうると仮定した視野ずれ発生パターンを示す図である。
【図３】視野ずれパターンと擬似変形量（誤差累積影響度）の相関を示す図である。
【図４】視野ずれの変動およびその近似式を示す図である。
【図５】視野ずれを補正処理したことによる擬似変形量の抑制効果を示す図である。
【図６】本発明の板状体の平面形状測定装置の構成を概略的に示す図である。
【図７】本発明の板状体の平面形状測定装置の一形態例の外観を概略的に示す図である。
【図８】視野ずれの変動およびその近似式を示す図である。
【図９】平面形状測定装置による測定結果と実際の鋼板の湾曲との関係を示す図である。
【図１０】製造ラインを搬送されている鋼板のエッジの形状をその鋼板の上方に設置され
たカメラによって先端から後端まで複数回に分けて計測した後に再構成された鋼板の平面
形状を示す図である。
【図１１】鋼板のエッジ形状を３台のカメラで測定する、逐次３点法を説明する図である
。
【図１２】逐次３点法における擬似変形の発生原因を説明する図である。
【図１３】逐次３点法における誤差累積の発生原因を説明する図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　鋼板
　１１　上流カメラの視野
　１２ａ　中流カメラの実際の視野
　１２ｂ　中流カメラの仮定の視野
　１３　下流カメラの視野
　１４　計測点
　１５　測定点の軌跡
　６０　平面形状測定装置
　６１　鋼板搬送ライン
　６２　鋼板
　６３　上流カメラ
　６４　中流カメラ
　６５　下流カメラ
　６９　タッチローラ
　７０　情報処理手段
　９０　鋼板
　９１　エッジ
　１００、１１０　鋼板
　１０１、１１１　上流カメラの視野
　１０２、１１２　中流カメラの視野
　１０３、１１３　下流カメラの視野
　１１４、１１５、１１６　計測点
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【図１２】 【図１３】
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